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欧州デジタルサービス法パッケージ（EU デジタルサービス法案及

び EU デジタル市場法案）の検討 
 

 

寺田麻佑 13 板倉陽一郎 23 
 

  2020 年 12 月 15 日，EU の欧州委員会はデジタルサービス法パッケージとして，デジタルサービス法

とデジタル市場法の案を発表した．この新しいパッケージ法は，ユーザーの基本的権利を保護して安全

なデジタル空間を確保するとともに，イノベーションの促進や競争力を促進するための市場を創出する

ことをその内容とするとされている．デジタルサービスパッケージの規制対象となるのは，欧州の人口

の 10 パーセント以上，すなわち 4500 万人以上を対象としている企業であり，米国の米国の Google，
Apple，Facebook，Amazon のいわゆる GAFA は対象となっている．GDPR に加えた規制であり，本法

案の内容については日本にも大きな影響を与えるものと考えられるため，現時点における法案のパブコ

メなどをふまえたドラフトの経緯と課題について検討をおこなう 

Examination of the European Digital Service Law Package (EU 
Digital Services Act and the EU Digital Market Act) 

 

MAYU TERADA13 YOICHIRO ITAKURA23 
 

On December 15, 2020, the European Commission of the EU announced the draft Digital Services Act and Digital Market Act as 
a package of Digital Services Law. The new packaging law will protect the basic rights of users, ensure a secure digital space, 
and create markets to promote innovation and competitiveness. The digital package is targeted at companies targeting more than 
10% of the European population, or more than 45 million people, and the so-called GAFAs of Google, Apple, Facebook, and 
Amazon in the United States. As this regulation has been added to the GDPR and the content of this bill is expected to have a 
significant impact on Japan, the process and issues of the draft will be discussed based on the public comments of the bill at the 
present time. 

1. 問題意識 

2020 年 12 月 15 日，EU の欧州委員会はデジタルサービ

ス法パッケージとして，デジタルサービス法とデジタル市

場法の案を発表した．この新しいパッケージ法は，ユーザ

ーの基本的権利を保護して安全なデジタル空間を確保する

とともに，イノベーションの促進や競争力を促進するため

の市場を創出することをその内容とするとされている．デ

ジタルサービスパッケージの規制対象となるのは，欧州の

人口の１０パーセント以上，すなわち４５００万人以上を

対象としている企業であり，米国の Google，Apple，

Facebook，Amazon のいわゆる GAFA は対象となっている．

GDPR に加えた規制であり，本法案の内容については日本

にも大きな影響を与えるものと考えられるため，現時点に

おける法案のパブコメなどをふまえたドラフトの経緯と課

題について検討をおこなう[1]． 
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2. 欧州デジタル単一市場戦略  

  欧州（EU）においては，デジタル単一市場戦略として，

マーケットの統一が戦略的に行われている． 

 その戦略は，おもに 3 つの柱に分かれているが， 

 デジタル単一市場戦略の第一の柱に関するものが，加盟

国間を横断する電子商取引を簡便化するための立法提案

（もともとの目標年が 2015 年），②ネットショッピング等

に関する消費者保護規約の強化（2016 年），③宅配サービ

スの整備（2016 年），④不正アクセス拒否（ジオブロッキ

ング）の撲滅のための立法提案（2015 年），⑤オンライン

トレード等，欧州のデジタル市場における不当競争の実態

の特定（2015 年），⑥著作権枠組みの整備に関する立法提

案（2015 年），⑦「衛星およびケーブルに関する指令」の

見直し（2015～2016 年），⑧（加盟国毎に異なる）ＶＡＴ

税制体制から生じる税務負担等を軽減する立法提案（2016

年）であった． 

第二の柱に関するものは，⑨現在のＥＵの通信法制の抜

本的見直しとそのための立法提案（2016 年），⑩「視聴覚

メディアサービス指令」の見直し（2016 年），⑪検索エン

ジンやソーシャルメディア等のオンラインプラットフォー

ムに関する違法コンテンツの検証も含めた総合的検証
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（2015 年），⑫個人情報保護に関する「e-プライバシー指

令」の見直し（2016 年），⑬サイバーセキュリティー産業

との公私協働体制の構築（2016 年）であった． 

そして，第三の柱に関するものは，⑭ＥＵ域内で自由な

データの移動を可能とするための欧州クラウドイニシアテ

ィブの立ち上げ (2016 年)，⑮ＩＣＴ標準化の採択と公共サ

ービスのための欧州相互運用枠組みの拡大(2015 年)，⑯ビ

ジネスに関する登録情報を共有できる仕組み等に関するイ

ニシアチヴを包含した新しい電子政府（e-government）に

関する行動計画 (2016 年)であった[2]． 

  このようなデジタル単一市場戦略は，競争法の色彩の強

いものであり，プラットフォーマーに対応した指令などが

もともと事前規制としておこなわれていた（電子商取引指

令など）うえに，データ保護や著作権保護の規制強化が重

なり，主にデータの流通や処理を行うプラットフォーマー

やネットワーク事業者を規律する一連の規律ということが

できる． 

 そのなかでも，電子商取引指令と関連する法規の一部を

改めて集約するものが，デジタルサービス法ということに

なる． 

 

3. デジタル単一市場戦略（DSM）にみられる

プラットフォーム規制 

 欧州におけるデジタル単一市場戦略はロードマップを呈

示しており，それは，欧州全域における消費者と企業に対

するデジタル商品やサービスのよりよいアクセスと，デジ

タルネットワークと革新的なサービスに関する適切な条件

や競争環境を整備すること，そして，デジタル経済の成長

力の最大化を目指すことという三つの柱から成り立ってい

た． 

EC（2015.5.6）“Roadmap for completing the DSM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

（デジタル単一市場の 3 本の柱に関する図） 

 

そのなかでも，たとえば，個別法規として企画されてい

た e プライバシー規則案などの提案もあるように，プラッ

トフォーム規制はさまざまなレベルで提案されていた． 

e プライバシー規制に関しては，GDPR とともに，GDPR

を強化し補完する法体系を構成するものであり，より強固

なプライバシー規制を提案するものである．このことによ

って，公的なネットワーク上の通信が基本的権利である高

いレベルのデータ保護とプライバシーを，使われる技術が

どのようなものであっても保障されることとなる，と説明

されていた[3]． 

 

4. デジタルサービス法案の説明 

 デジタルサービス法案におけるデジタルサービスには，

単純な Web サイトはもちろん，インターネットインフラサ

ービスやオンラインプラットフォームまで，さまざまなオ

ンラインサービスが含まれるものとされている． 

 このデジタルサービス法案の規則は，そのなかでも， 

主としてオンラインの仲介業者とプラットフォームに関す

るものであることも説明されている． 

すなわち，オンライン上のプラットフォーマーというの

は，例えば，オンラインマーケットプレイス，ソーシャル

ネットワーク，コンテンツ共有プラットフォーム，アプリ

ストア，オンライン旅行および宿泊プラットフォームなど

のことであり，まさに，Amazon や AirBnB などといったサ

ービスプラットフォームが含まれるものと考えられる． 

このようなデジタルサービス法案の必要性は，以下のよ

うに説明されている． 

すなわち，デジタルサービスの急速かつ広範な発展によ

って，人々の生活に影響を与えるデジタルトランスフォー

ションが起きており，実際，オンラインでコミュニケーシ

ョンをおこない，買い物をおこない，そして，数多の情報

にアクセスしたりするためのサービスや手法が登場し，さ

らに，それらは絶えず進化している状況にあるため，そう

いった新たなサービスに合わせて法律も変える必要がある
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ということである． 

実際に，オンラインプラットフォームは消費者とイノベ

ーションに多くの便利さや利益をもたらし，EU の域内市

場の効率化に貢献していることも確かではあり，さらに，

国境を超えた取引などもオンラインプラットフォームによ

って促進されている． 

もっとも，そのようなオンラインプラットフォームには，

アルゴリズムシステムによって取得されるデータの悪用の

問題や，サービスプラットフォーム上で偽情報が拡散され

るといった深刻な問題も引き起こしていることも確かであ

る． 

そのため，プラットフォームの対応方法への制約も含め

て，オンライン上の基本的権利に大きな影響を与える問題

への対処をするために，Gatekeeper プラットフォームとし

てプラットフォームを管理する規制枠組みが提案されてい

る． 

包括プラットフォームとして重要なデジタルサービス

の企業と消費者の間のボトルネックとして機能するような，

域内市場で体系的な役割を持つデジタルプラットフォーム

が考えられている，と説明されている[4]． 

 

5. 立法過程における検討 

欧州委員会は，デジタルサービス法パッケージについて，

幅広い利害関係者と協議を行ったことが公表されている．   

利害関係者としては，民間の企業関係者，デジタルサー

ビスの利用者，市民社会組織，国家当局，学術関係者，技

術菅家氏や，国際機関，一般市民が対象となっていた．ま

た，デジタルサービスやプラットフォームに関する問題に

ついては，補完的な協議も行われ，多くの条項について，

ステークホルダーの意見を十分に取り入れるための議論が

多く行われていた[5]． 

 

6. 日本でも進められるプラットフォーム規制 

 プラットフォーム企業と事業者の間の取引に関しては，

その透明化を目指す法律が公正取引員会「デジタルプラッ

トフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」が開か

れ，さらに総務省においても検討が進められている． 

 特に，特定デジタルプラットフォーム提供者に関しては

「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向

上に関する法律」（令和 2 年法律第 38 号）が制定されてい

る． 

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向

上に関する法律（抜粋） 

（目的）	

第一条 この法律は，近年の情報通信技術の分野における

技術革新の進展により，データを活用した新たな産業が創

出され，世界的規模で社会経済構造の変化が生じ，デジタ

ルプラットフォームの果たす役割の重要性が増大してい

る中で，デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自

律性に配慮しつつ，商品等提供利用者等の利益の保護を図

ることが課題となっている状況に鑑み，特定デジタルプラ

ットフォーム提供者の指定，特定デジタルプラットフォー

ム提供者による提供条件等の開示，特定デジタルプラット

フォームの透明性及び公正性についての評価その他の措

置を講ずることにより，特定デジタルプラットフォームの

透明性及び公正性の向上を図り，もって特定デジタルプラ

ットフォームに関する公正かつ自由な競争の促進を通じ

て，国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与する

ことを目的とする． 

（定義）	

第二条 この法律において「デジタルプラットフォーム」と

は，多数の者が利用することを予定して電子計算機を用い

た情報処理により構築した場であって，当該場において商

品，役務又は権利（以下「商品等」という．）を提供しよ

うとする者の当該商品等に係る情報を表示することを常

態とするもの（次の各号のいずれかに掲げる関係を利用し

たものに限る．）を，多数の者にインターネットその他の

高度情報通信ネットワーク（放送法（昭和二十五年法律第

百三十二号）第二条第一号に規定する放送に用いられるも

のを除く．）を通じて提供する役務をいう． 

一 当該役務を利用して商品等を提供しようとする者（以下

この号及び次号において「提供者」という．）の増加に伴

い，当該商品等の提供を受けようとする者（以下この号に

おいて「被提供者」という．）の便益が著しく増進され，

これにより被提供者が増加し，その増加に伴い提供者の便

益が著しく増進され，これにより提供者が更に増加する関

係 

二 当該役務を利用する者（提供者を除く．以下この号にお

いて同じ．）の増加に伴い，他の当該役務を利用する者の

便益が著しく増進され，これにより当該役務を利用する者

が更に増加するとともに，その増加に伴い提供者の便益も

著しく増進され，これにより提供者も増加する関係 

 この法律において「利用者」とは，デジタルプラットフ

ォームを利用する者をいう． 

 この法律において「商品等提供利用者」とは，デジタル

プラットフォームを商品等を提供する目的で利用する者

をいう． 

 この法律において「一般利用者」とは，商品等提供利用

者以外の利用者をいう． 

 この法律において「デジタルプラットフォーム提供者」

とは，デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提

供する事業者をいう． 

 この法律において「特定デジタルプラットフォーム」と

ⓒ 2021 Information Processing Society of Japan

情報処理学会研究報告 
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2021-EIP-91 No.9
2021/2/19



 
 

 4 
 

は，第四条第一項の規定により指定されたデジタルプラッ

トフォーム提供者（以下「特定デジタルプラットフォーム

提供者」という．）の当該指定に係るデジタルプラットフ

ォームをいう． 

（基本理念）	

第三条 デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の

向上に関する施策は，デジタルプラットフォームが，利用

者の便益の増進に寄与し，我が国の経済社会の活力の向上

及び持続的発展にとって重要な役割を果たすものである

ことに鑑み，デジタルプラットフォーム提供者がデジタル

プラットフォームの透明性及び公正性の向上のための取

組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし，国の関与そ

の他の規制を必要最小限のものとすることによりデジタ

ルプラットフォーム提供者の創意と工夫が十分に発揮さ

れること及びデジタルプラットフォーム提供者と商品等

提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を

図ることを旨として，行われなければならない． 

第二章 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公

正性の向上に関する措置等	

（特定デジタルプラットフォーム提供者の指定）	

第四条 経済産業大臣は，デジタルプラットフォームのう

ち，デジタルプラットフォームにより提供される場に係る

政令で定める事業の区分ごとに，その事業の規模が当該デ

ジタルプラットフォームにおける商品等の売上額の総額，

利用者の数その他の当該事業の規模を示す指標により政

令で定める規模以上であるものを提供するデジタルプラ

ットフォーム提供者を，デジタルプラットフォームの透明

性及び公正性の自主的な向上に努めることが特に必要な

者として，指定するものとする． 

 デジタルプラットフォーム提供者は，その提供するデジ

タルプラットフォームが前項に規定するデジタルプラッ

トフォームに該当するときは，経済産業省令で定めるとこ

ろにより，当該デジタルプラットフォームに関し，同項の

政令で定める事業の区分ごとに経済産業省令で定める事

項を経済産業大臣に届け出なければならない．ただし，そ

の提供するデジタルプラットフォームが特定デジタルプ

ラットフォームであるときは，この限りでない． 

 第一項の政令で定める事業の区分及び規模は，デジタル

プラットフォームが国民生活において広く利用されてい

る状況及び一部のデジタルプラットフォームに対する利

用が集中している状況も踏まえ，デジタルプラットフォー

ム提供者と商品等提供利用者との間の取引の実情及び動

向並びにこの法律に基づく商品等提供利用者の利益の保

護の必要性（他の法律によるデジタルプラットフォームに

より提供される場に係る事業の規制及び適正化のための

措置その他の当該事業に関する施策の実施状況を含む．）

を勘案し，前条の基本理念にのっとり，同項の規定による

指定が必要な最小限度の範囲に限って行われるよう定め

るものとする． 

（特定デジタルプラットフォームの提供条件等の開示）	

第五条 特定デジタルプラットフォーム提供者は，利用者

（特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る．

以下この項，第九条第四項並びに第十条第一項及び第二項

において同じ．）に対して特定デジタルプラットフォーム

を提供する場合の条件（以下この条及び次条第一項におい

て「提供条件」という．）を開示するに当たっては，当該

提供条件に関する利用者の理解の増進が図られるよう，経

済産業省令で定める方法により，これを行わなければなら

ない． 

 

 

とくに，売上高の総額，利用者数などの事業規模が政令

で定める規模以上のものを，透明性および公正性の確保が

特に必要なものとして経済産業大臣が指定することで規制

の対象となる．なお，政令で定める規模を超えたデジタル

プラットフォーム提供者は，経済産業大臣に届け出をしな

ければならない（法第 4 条第 2 項），という点が重要であろ

う． 

この点については，政令も制定されたところである． 

 

 

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の

向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を

定める政令」及び「特定デジタルプラットフォームの透明

性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政

令」が閣議決定されました6 

 

2021 年 1 月 26 日 

 

1．新法の概要 

近年，デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセス

を飛躍的に向上させ，重要な役割を果たしています．他方，

一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されな

いなど，取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指

摘されている状況を踏まえ，取引条件等の開示，運営にお

ける公正性確保，運営状況の報告と評価及び評価結果の公

表等の必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォー

ムの透明性及び公正性の向上に関する法律」（令和 2 年法

律第 38 号．以下「新法」）が，昨年 5 月に成立しました． 

 

2．閣議決定された政令の概要 

（1）「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性

の向上に関する法律の施行期日を定める政令」 

新法の施行期日を令和 3 年 2 月 1 日とする旨を定めていま
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す． 

 

（2）「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性

の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模

を定める政令」 

新法の規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム提

供者」を指定するための事業の区分及び規模として，以下

のとおり定めています． 

 

物販総合オンラインモール 

3,000 億円以上の国内売上額 

 

アプリストア 

2,000 億円以上の国内売上額 

 

おわりに 

欧州が予定しているデジタル単一市場戦略と合わせた

デジタル規制サービス法とは異なり，日本においてはプラ

ットフォーマー規制が個別の分野ごとになされようとして

いる．欧州の規制は個別規制とともに横断規制を意図して

いる点で参考にすべき点はおおいものの，規制が強すぎて

市場への影響力が大きすぎるという問題がある． 
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